
供託の申請であれば，電子署名が不要です。

電子署名が必要な申請は「供託かんたん申請」で行うことはできません。

添付書類等は供託所の窓口で提示又は供託所に送付することが必要です。

電子署名を添付して供託金払渡請求ができます。

供託書電子正本の受領が可能です。

・冬期間や悪天候でも交通渋滞や事故の心配もなく，自宅等にいながら申請できます。

・補正なども供託所に行かずに，オンラインで行うことができます。

・オンライン申請（送受信）は平日午前８時３０分から午後９時まで可能です。

供託書正本は書面のものを供託所の窓口又は郵送で受け取ることになります。

・ｗeｂブラウザのみで申請できる「供託かんたん申請」は，面倒な環境設定は不要です。

・オンラインによる供託申請の場合，供託金はインターネットバンキング又はＡＴＭ（ペ
イジー対応）で納付します。

・オンラインによる供託金払渡請求の場合，供託金は預貯金振込み又は国庫金振替
の方法により受領します。

・「申請用総合ソフト」をインストールしての申請は「供託かんたん申請」よりさらに便利
です。

・申請者ＩＤごとに処理状況が表示されます。
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  その他のお問い合せはこちらまで 
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  詳しくは「供託ねっと」をご覧ください。 

供託ねっと  検索 

  青森地方法務局広報キャラクター 

     モリンちゃん 


